
No. 案　件　名　称 物品種目 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号） ＷＴＯ

1
圧縮天然ガス（単価
契約）１

高圧ガス 小浦石油㈱
基本単価
123.8円

平成30年4月1日
地方自治法施行
令第167条の2第
1項第2号

利用する充填施設の経営者
であるため

-

2
圧縮天然ガス（単価
契約）２

高圧ガス タイガー石油㈱
基本単価
128.1円

平成30年4月1日
地方自治法施行
令第167条の2第
1項第2号

利用する充填施設の経営者
であるため

-

3
圧縮天然ガス（単価
契約）３

高圧ガス タカタエナジー㈱
基本単価
126.0円

平成30年4月1日
地方自治法施行
令第167条の2第
1項第2号

利用する充填施設の経営者
であるため

-

環境局発注の物品等契約案件における随意契約（特名随意契約）の結果について（少額特名随意契約除く）平成30年度第1四半期

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


随意契約理由書 

１ 案件名称 

圧縮天然ガス 買入（単価契約） 

２ 契約相手方 

小浦石油（株） 

３ 随意契約理由 

 本案件は、城北環境事業センターに配備している天然ガスごみ収集車及び公害発

生源測定調査用等車両の燃料の買入であり、充填施設において充填を行い、収集作

業を行っているところである。 

 焼却施設と各現場または事務所の経路上にある充填施設を利用することにより、

作業性の向上を図ることができるため、下記スタンドを経営している小浦石油（株）

と特名随意契約をする。 

   小浦石油（株）経営スタンド 

   ・中環東大阪エコ・ステーション（東大阪市稲田三島町３－７１） 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

５ 担当部署 

   環境局 総務部 総務課 （電話番号 06-6630-3127） 
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随意契約理由書 

１ 案件名称 

圧縮天然ガス 買入（単価契約） 

２ 契約相手方 

タイガー石油（株） 

３ 随意契約理由 

 本案件は、城北環境事業センター、東部環境保全監視グループに配備している天

然ガスごみ収集車及び公害発生源測定調査等用車両の燃料の買入であり、充填施設

において充填を行い、収集作業を行っているところである。 

 焼却施設と各現場または事務所の経路上にある充填施設を利用することにより、

作業性の向上を図ることができるため、下記スタンドを経営しているタイガー石油

（株）と特名随意契約をする。 

  タイガー石油（株）経営スタンド 

 ・今福鶴見エコ・ステーション  （大阪市鶴見区鶴見４－３－２８） 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

５ 担当部署 

   環境局 総務部 総務課 （電話番号 06-6630-3127） 
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随意契約理由書 

１ 案件名称 

圧縮天然ガス 買入（単価契約） 

２ 契約相手方 

タカタエナジー（株） 

３ 随意契約理由 

 本案件は、西北環境事業センター、西部環境保全監視グループに配備している天

然ガスごみ収集車及び公害発生源測定調査用等車両の燃料の買入であり、充填施設

において充填を行い、収集作業を行っているところである。 

 焼却施設と各現場または事務所の経路上にある充填施設を利用することにより、

作業性の向上を図ることができるため、下記スタンドを経営しているタカタエナジ

ー（株）と特名随意契約をする。 

   タカタエナジー（株）経営スタンド 

・西淀川エコ・ステーション  （大阪市西淀川区大野２－２－２１） 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

５ 担当部署 

   環境局 総務部 総務課 （電話番号 06-6630-3127） 
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